２００９年７月３１日

各政党・党首　殿
  　                障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）  　                    〒169-0072  東京都新宿区大久保1-1-2　富士一ビル4F
                　　　 　　TEL 03-3207-5937  FAX 03-3207-5628
                    　　　　　　　　 E-mail ：shozenkyo@shogaisya.jp
障害者自立支援法等に関するアンケートへの協力依頼
  日頃より障害者施策向上にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、衆議院解散により、来る８月３０日投票の総選挙が行われることとなりました。　私ども障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会は、肢体障害・視覚障害・内部障害・知的障害者・精神障害などの障害の違いを乗り越えた障害当事者とその家族、関係者によって構成され、１９６７年１２月の結成以来、４３年間、障害者の生きる権利・学ぶ権利・働く権利、そして政治参加の権利の保障を求めて、微力ながらとりくみをすすめてまいりました。
  いま、障害者をめぐっては、国際障害者年以降の国際的な権利保障を求めるとりくみが「国連・障害者権利条約」の採択として結実し、わが国政府においても関係法・制度の見直しを前提とした批准が求められています。また、介護保険・障害者自立支援法等の現行施策の問題が深刻化し、あらためて障害者の自立の促進と親・家族の将来不安を解消する施策のあり方が大きく問われています。
  こうしたとき、私どもは今回の総選挙と選挙後の新しい国会にいつも以上に注目し、期待も寄せています。とりわけ、施行後３年の再検討が求められている障害者自立支援法は、
障害が重い人ほど負担が重くなる応益負担問題、大幅な収入減が事業経営を圧迫し、人材確保を困難にしている報酬単価・日割り単価問題、地域生活支援事業における自治体格差問題など、改善すべき根本的な問題が浮き彫りになってきています。それだけに、次期国会で審議される再検討の内容が重要であり、障害者・家族はもちろん、自治体・福祉現場における今後の施策推進にとって軽視できないものとなっています。
　つきましては総選挙を前に、別紙の通りの「障害者自立支援法等に関するアンケート」にご協力頂き、各政党の政策を明らかにして頂くこととしました。大変お忙しい時期とは思いますが、なにとぞよろしくお願い致します。（参考資料として、本年４月６日に発表した障害者自立支援法「改正案」に対する見解を添付させていただきます。）
　なお、ご回答は８月１０日（月）まで、郵送、FAX、電子メールにてお願い申し上げます。またご回答は、マスコミへの公表ならびに本協議会の広報誌･ホームページ、本協議会加盟団体の広報誌等で公開させていただきたく存じますので、何卒ご了解下さい。
障害者自立支援法等に関するアンケート調査票
【Ｑ１】障害者自立支援法の施行後３年の見直しにあたり、どのような　政策的立場に立たれますか
        　Ａ―①：現行法のまま継続すべき
        　Ａ―②：現行法を見直し継続すべき
        　Ａ―③：一旦廃止し、新たな法制度をつくり直すべき
【Ｑ２】障害者が生きるために必要な制度利用に対する負担（利用料）　のあり方は、どのようにすべきとお考えですか。
        　Ａ―①：応益負担とすべき
        　Ａ―②：応益負担を中止して応能負担とすべき
        　Ａ―③：応益か応能かの選択以前に、原則無料とすべき
【Ｑ３】食費等の自己負担については、どのようにお考えですか。
　　　　　Ａ－①：自己負担を行うべきである。
　　　　　Ａ－②：自己経費として必要ではあるが、過度な負担にならないよう、軽減策を講じるべきである。
　　　　　Ａ－③：サービス内容に含まれる支援の場合は、原則個人負担すべきではない。

【Ｑ４】福祉人材問題など、経営難にある福祉事業に対する報酬単価・　日割り単価のあり方は、どのようにすべきとお考えですか。
        　Ａ―①：現行のまま継続すべき
        　Ａ―②：報酬単価・日割り単価を引き上げて継続すべき
        　Ａ―③：報酬単価を大幅に引き上げ、日割り単価は月単位に戻すべき

【Ｑ５】障害者自立支援法の改正が必要と思われる場合、上記以外の改善が必要と思われる内容をお聞かせ下さい。（複数回答可能）
1 障害者の範囲の明確化
2 障害程度区分などの認定システムの改善
3 障害児へのサービスの位置づけ
4 地域生活支援事業等の内容の改善
5 事業体系等の再見直し
6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※具体的にお書き下さい。

【Ｑ６】障害者施策を含む社会保障財源の確保については、どのよう
 なお考えですか
        　Ａ―①：消費税増税で確保すべき
        　Ａ―②：当面は歳出改革等で捻出し、いずれ消費税増税で確保すべき
        　Ａ―③：消費税増税はすべきでない

【Ｑ７】日本の障害者施策のあり方に関する政策について、緊急に対処すべきと考えておられる施策について、以下の事項の中から必要と考えられる制度を選択して下さい。（複数回答可能）
1 障害者差別禁止法
2 障害者虐待防止法
3 ユニバーサル社会促進法
4 障害者総合福祉法
5 障害者雇用に関する社会支援雇用制度（北欧等での保護雇用制度）
6 その他：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※具体的にお書き下さい。
【Ｑ８】その他、障害者施策のあり方に関する政策についてご自由にお  書きください。
· ご協力ありがとうございました。

	アンケート返信先　ＦＡＸ：０３―３２０７―５６２８
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【アンケート回答記入欄】
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· 各項目の番号でお答え下さい。なおＱ５・Ｑ７は複数回答可能です。
· Ｑ５．７で、その他の具体的内容があれば、以下にご記入下さい。
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